
機械警備設置および機械警備業務委託 仕様書 

 

 磐田商工会議所（以下「委託者」という）が受託者に委託する磐田商工会議所会館機械警備設置

及び機械警備業務委託の仕様は、以下の通りとする。 

 

記 

１ 契約物件 

  所在地 ：静岡県磐田市中泉２８１－１ 

  名 称 ：磐田商工会議所会館 

 

２ 業務の種類 

  防犯監視   ：機械警備システムによる侵入者等の監視並びに侵入異常を受信した際におけ 

る緊急対処及び適宜警察機関等への通報 

火災監視   ：機械警備システムによる火災異常の監視並びに火災異常を受信した際におけ 

る緊急対処及び適宜消防機関等への通報 

非常通報監視 ：非常通報を受信した際における緊急対処及び適宜警察機関等への通報 

 

3  業務内容 

（１）磐田商工会議所会館 

 ・対象面積  ：防犯監視区域 １階事務所 216m2 

         火災監視区域 全館 1,127m2 

         非常通報監視区域 １階事務所 216m2 

  

・その他の仕様： ・1階事務所用カードを用意すること。 

 ・磐田商工会議所会館１階事務所に警報受信装置を設置し、監視すること。 

 ・非常警報を受信した際には画像及び音声を沿革の監視センターへ送信でき 

ること。また、必要時には設置のスピーカーにより音声での威嚇等の対処が 

できるものとする。 

 ・異常発生時には、直ちに委託者の指定する緊急連絡先へ連絡すること。 

 ・電話回線及び警備機（配線を含む）に断線等の異常がないか常時監視する 

 こと。 

 ・機械警備システム設置及び運用に必要であると委託者が認める場合におい 

て、会館壁面、電力、通信回線等の使用につき、委託者は受託者の使用を許 

可する。 

 ・機械警備のセットは最終退所者が、解除は最初の入所者が行う。 

  

 

４ 履行期間   機械警備設置   ：令和 6年１月 8 日から令和 6年 2月 29 日 

         機械警備業務委託 ：令和 6年 4月 1 日から令和 11年 3月 31 日 

 

 



５ 業務提供時間 

  防 犯 監 視  ：機械警備開始操作から解除まで  ただし、閉館日は終日 

  火 災 監 視 ：終日 

  非常通報監視区域 ：終日 

 

６ 定めのない事項の処理 

  その他、この仕様書に定めのない事項については、委託者・受託者双方において十分協議する 

ものとする。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



防犯監視システム 仕様書 

１ 概要 

  設置場所 ：静岡県磐田市中泉２８１－１ 

  設置施設 ：磐田商工会議所会館 

 

２ 機器使用 

  （１）屋外用カメラ５台 

     ①解像度  １９２０×１０８０ ２００万画素以上であること 

     ②赤外線照明がついていること 

     ③屋外設置用のものであること 

 

（２）屋内用カメラ３台 

     ①解像度  １９２０×１０８０ ２００万画素以上であること 

     ②赤外線照明がついていること 

 

  （３）デジタルレコーダー 

     ①映像入力は 8ch 以上であること。 

     ②映像出力端子は HDMI を有すること。 

     ③HDD 容量は 2TB 以上を有すること。 

     ④画像表示は、リアルタイム映像、録画映像のどちらにおいても１画面、分割画面の選 

択が可能であること。 

     ⑤レコーダーはマウスまたはリモコンで操作が可能であること。 

     ⑥録画モードは、２４時間常時録画が可能であること。 

 

  （４）監視用液晶モニター 

     ①２１．５インチ程度のサイズを有すること。 

     ②HDMI の入力ポートを有すること。 

     ③200 万画素以上の解像度が可能であること。 

 

３ 付帯条件 

(1) 本備品等の搬入及び設置については、担当者と事前に日程を調整の上行うこととし、 

 使用するにあたって必要な物品等の調整及び使用方法の説明を含むものとする。 

(2) 新規で設置する防犯カメラから、デジタルレコーダーまでの配線を行う。 

(3) 指定場所に「防犯カメラ作動中」等のステッカーを貼ること。 

(4) 運搬・搬入・設置、物品（接続ケーブル）等に関する諸費用はすべて含むこと。 

(5) 必要に応じて会館建設工程会議に出席すること。 

 

 ４ 納入期限 

   令和６年２月２９日 

 

 ５ 製品保証 

   納品日より１年間は品質及び機能を保証すること。 


